
飛騨御嶽高原高地トレーニングエリアにおける 

新型コロナウィルス感染が疑われる宿泊者がいた場合の宿泊施設等の対応フロー 
 

○受入事前準備・確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

【協議会】                【宿泊施設】                           【利用者】  

 

○有症者情報取得 

○第１次対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「帰国者・接触者相談センター（保健所）」へ連絡 

○第２次対応 

（施設所在自治体担当課） 

 

 

 

 

 

 

○消毒作業（施設内「共有場所」）※結果が出るまでの作業 

 

 

○第３次対応 

（同上） 

 

 

 

                            

 

                     ○消毒作業（施設内「客室」） 

 

○事務局対応 

 

 

   

 ○接触した従業員と他宿泊者の健康確認 

 

 

 

 

                     ○濃厚接触者とみなされた宿泊者等対応 

 

  

 

 

※各所詳細な対応及び従業員やその家族に感染が疑われる症状が認められた場合は、「新型コロナウィルス感染症対応マニュアル（宿泊施設用）：岐阜 

県観光国際局 令和２年 7月（第３版）」を参考に対応すること。 

 資料掲載箇所：県庁ＨＰトップ ＞ 産業・農林水産・観光 ＞ 観光 ＞ 観光振興 ＞ 施策・支援 ＞ 新型コロナウイルス感染症対応マニュアル  

発熱、咳等の症状 

（体温、症状説明、期間等報告） 

・施設対応者から指示があるまで、 

原則個室で待機し、他宿泊者と接 

触しないよう心掛ける。 

※マスク着用、手指消毒の徹底 

・保健所指示の移動手段で移動。 

※同室者がいる場合は、

手 指 消 毒 と      

マスク着用を周知徹底 

※検査結果が出るま

で の 待 機 場 所 等 は                            

保健所の指示に従う。 

□新型コロナウィルス感染防止マニュアル（宿泊施設用）を基本とし、別途以下の高トレエリア独自の感染防止を含む対策の徹底及び、利用者 

及び従業員（職員）等に周知 

※体調不良時には、宿へ必ず申し出るよう入宿しに依頼 

【高トレエリア独自対策】  

・宿泊（利用）者名簿の提出→保管  ・宿泊（利用）者の利用２週間前からの健康観察の把握、提出→保管 

   ・利用期間中の健康観察、検温・記録の周知及び提出→保管 ・共有スペースでのマスク着用の徹底  

・トレーニング施設の利用後の清掃・消毒の徹底 等    

□当該者から、症状を含む詳細の聞き取る 

※本件対応者を限定（最少数）し以後対応にあたる。 

・当該者を個室にて待機を指示（マスク・手指消毒） 

□飛騨保健所 0577-33-1111（内線 309） 

繋がらない場合は、県民総合相談窓口 058-272-8198 

※当該者の同意を得て連絡する事 

・保健所の指示を受けること。 

□マニュアルに沿って消毒作業 

頻繁に接触する箇所を中心に作業。 

□マニュアルに沿って消毒作業 

・保健所の指示を受けること。 

※同宿泊施設利用の他者への対応も指示に従う。 

※情報の集約と保健所の調査に関しては協力する 

※トレーニング施設等は、当該者の利用箇所の消毒作業をおこな

うと共に、他利用者への利用制限等周知をおこなう。 

・保健所の指示に従う。 

（原則：宿泊（利用）者…個室 従業員等…自宅待機） 

□施設所在地の自治体担当課へ連絡 

以後、情報収集窓口となる 

・状況把握 

 →三者（高山・下呂市、県）へ情報提供 

□保健所の指示事項等を把握し、協 

議会事務局（高山市）へ情報を集 

約 
※事務局（高山市） 

を中心に、対応策 

検討を開始。（三者にて） 

※濁河 TCは、県が担当となる。 

 県 ⇔ 県スポ協 

□現場にて、保健所の指示に従

い、消毒作業等の支援、点

検、助言をおこなう。 
・必要に応じて、保健所等から直接情報 

収集することもある。 

◎検査結果や収集した情報について 

は、常に（高山、下呂市、県の三者 

にて）情報共有を図る。 

□以下の観点で、保健所に指導に基づ 

き、対応策を決定し、エリア関係者へ 

の情報提供内容、方法を協議する。 
※決定事項は、速やかに所管する施設に対し 

て、情報提供、対応指示 

・トレーニング施設の消毒及び利用制限 

・同宿舎の安全確保（滞在・活動） 

・当日以降よりエリアを利用する団体等への 

対応 等 

 →情報共有内容等は慎重に判断する。 

【高山市担当エリア】 

・日和田、鈴蘭高原、チャオ御岳ゾーン 

【下呂市担当エリア】 

  ・濁河温泉ゾーン 

【県担当施設】 

  ・濁河トレセン 

・「陰性」結果となっても、濃厚接触 

した日から起算して２週間は、要観 

察者となるため、保健所の指導のも 

と、滞在や活動の再開時期について 

は要検討。 

※所属団体（チーム）の取扱いにつ 

いても同様 

※申し出 

○受診 

・医師又は保健所による指示 

ＰＣＲ検査 ※一定の観察期間 

活動の再開 

陽 性 陰 性 

○検査結果 

・保健所の指示に従い、関係者の健康観察の実施 

 （２週間の検温や症状確認） 


